
  

一 

令和 5 年 7 月 21 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第６３号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

条 
 

例 

○ 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
に
基
づ
く
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
の
標
識
の
設
置
に
関
す 

 
 

 

 
 

る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条 

 
 

 

 
 

例 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
及
び
千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校
設
置
管
理
条
例 

 
 

 

 
 

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

条

例

の

あ

ら

ま

し 

○ 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
に
基
づ
く
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
の
標
識
の
設
置
に
関
す
る
条
例

条
例
第
二
十
五
号

河
川
整
備
課

 

 

一 

制
定
の
概
要 

 
 

 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
に
基
づ
き

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
の
標
識
の
設
置
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た

 

 
 

１ 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標
識

第
三
条
関
係

 

 
 

 
 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
名
称

容
量
等
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に

周
辺
に
居
住
す

る
者
等
の
見
や
す
い
場
所
に
設
け
る
こ
と
と
し
た

 

 
 

２ 

保
全
調
整
池
の
標
識

第
四
条
関
係

 

 
 

 
 

保
全
調
整
池
の
名
称

容
量
等
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に

周
辺
に
居
住
す
る
者
等

の
見
や
す
い
場
所
に
設
け
る
こ
と
と
し
た

 

 
 

３ 

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
標
識

第
五
条
関
係

 

 
 

 
 

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
名
称

位
置
等
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る
と
と
も
に

周
辺
に
居
住
す

る
者
等
の
見
や
す
い
場
所
に
設
け
る
こ
と
と
し
た

 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

 

 

○ 

千
葉
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

条
例
第
二
十
六
号

税
務
課

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

１ 

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

宅
地
建
物
取
引
業
者
に
よ
る
一
定
の
不
動
産
の
取
得
に
係
る
税
額

の
減
額
措
置
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴
い

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た

附

則
第
九
条
関
係

 

 
 

２ 

自
動
車
税
の
種
別
割
の
グ
リ

ン
化
特
例
の
延
長
等

附
則
第
十
一
条
関
係

 

 
 

 
 

 

環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車
に
対
す
る
種
別
割
の
税
率
を
重
く
す
る
特
例
措
置
に
つ
い
て

現
行
の
措
置
を
三
年
間
延
長
す
る
こ
と
と
し
た

 

 
 

 
 

 

自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
軽
減
措
置
に
つ
い
て

三
年
間
延
長
し

営
業
用
の
乗
用
車

等
に
あ

て
は
段
階
的
に
環
境
負
荷
の
小
さ
い
も
の
に
重
点
化
す
る
こ
と
と
し
た

 

 
 

３ 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た

 

 

二 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

た
だ
し

一
３
の
一
部
に
つ
い
て
は

令
和
七
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

 

 
 

２ 

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
た

 

 

○ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

条
例
第
二
十
七
号

政
策
法
務
課

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

中
央
博
物
館
分
館
海
の
博
物
館
の
駐
車
場
の
使
用
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た

別
表
第
一
関

係

 

 

二 

施
行
期
日 

 
 

 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

 

 

○ 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

条

例
第
二
十
八
号

児
童
家
庭
課

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
こ
ど
も
家
庭
庁

長
官
の
権
限
を
定
め
る
等
の
関
係
規
定
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い

次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の

規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た

 

 
 

１ 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

 
 

２ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例 

 
 

３ 

千
葉
県
千
葉
リ
ハ
ビ
リ
テ

シ

ン
セ
ン
タ

設
置
管
理
条
例 

 
 

４ 
千
葉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例 

 
 

５ 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例 

 
 

６ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ

ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例 

 

二 

施
行
期
日 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

7 

月

21

日 

号 
 

外 

 

 

（一） 

 

（二） 



 
 

 

二 
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公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

 

 
○ 
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
及
び
千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校
設
置
管
理
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

条
例
第
二
十
九
号

産
業
人
材
課

 

 

一 

改
正
の
概
要 

 
 

 

第
十
一
次
千
葉
県
職
業
能
力
開
発
計
画
に
基
づ
き

高
等
技
術
専
門
校
の
名
称
を
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
に
変
更
す
る
た
め

次
の
条
例
に
つ
い
て

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た

 

 
 

１ 

職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例 

 
 

２ 

千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校
設
置
管
理
条
例 

 

二 

施
行
期
日
等 

 
 

１ 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

 

 
 

２ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た

 

条

例 

 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
に
基
づ
く
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
の
標
識
の
設
置
に
関
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
五
号 

 
 

 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
に
基
づ
く
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
の
標
識
の
設
置
に
関
す
る
条

例 

 

趣
旨

 

第
一
条 

こ
の
条
例
は

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法

平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号

以
下

法

と
い
う

第
三
十
八
条
第
三
項

第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り

雨
水
貯
留
浸
透
施
設

保
全
調
整
池
及
び
貯
留
機
能
保
全
区
域
の
標
識
の
設
置
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る

 

 

定
義

 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は

法
の
例
に
よ
る

 

 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
標
識
の
設
置

 

第
三
条 

法
第
三
十
八
条
第
三
項
の
標
識
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る

 

 

一 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
名
称 

 

二 

雨
水
浸
透
阻
害
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証
番
号 

 

三 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
容
量

容
量
の
な
い
も
の
に
あ

て
は

規
模

及
び
構
造
の
概
要 

 

四 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
が
有
す
る
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
知

事
の
許
可
を
要
す
る
旨 

 

五 

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
管
理
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

 

六 

標
識
の
設
置
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

２ 

前
項
の
標
識
は

雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
周
辺
に
居
住
し

又
は
事
業
を
営
む
者
の
見
や
す
い
場
所

に
設
け
る
も
の
と
す
る

 

 

保
全
調
整
池
の
標
識
の
設
置

 

第
四
条 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
標
識
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る

 

 

一 

保
全
調
整
池
の
名
称
及
び
指
定
番
号 

 

二 

保
全
調
整
池
の
容
量
及
び
構
造
の
概
要 

 

三 

保
全
調
整
池
が
有
す
る
機
能
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
知
事
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨 

 

四 

保
全
調
整
池
の
管
理
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

 

五 

標
識
の
設
置
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

２ 

前
項
の
標
識
は

保
全
調
整
池
の
周
辺
に
居
住
し

又
は
事
業
を
営
む
者
の
見
や
す
い
場
所
に
設
け

る
も
の
と
す
る

 

 

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
標
識
の
設
置

 

第
五
条 

法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
標
識
は

次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
示
し
た
も
の
と
す
る

 

 

一 

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
名
称
及
び
指
定
番
号 

 

二 

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
位
置 

 

三 

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
管
理
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

 

四 

標
識
の
設
置
者
及
び
そ
の
連
絡
先 

２ 

前
項
の
標
識
は

貯
留
機
能
保
全
区
域
の
周
辺
に
居
住
し

又
は
事
業
を
営
む
者
の
見
や
す
い
場
所

に
設
け
る
も
の
と
す
る

 

 

委
任

 

第
六
条 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は

規
則
で
定
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は

令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号 

 
 

 
千
葉
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

千
葉
県
県
税
条
例

平
成
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
一
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
七
十
四
条
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
中

又
は
第
五
項

を

か
ら
第
六
項
ま
で

に
改
め
る

 

 

附
則
第
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
申
告
を
行
お
う
と
す
る
者
は

当
該
不
動
産
取
得
税
に
つ
い

 

て
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
こ
れ



  

三 

令和 5 年 7 月 21 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第６３号 
 

ら
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 
一 

法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項 

法
附
則

 
 

第
十
一
条
の
四
第
二
項 

 

二 
法
附
則
第
十
一
条
の
四
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
三
条
の
二
十
五
第
一
項 

法
附
則

 
 

第
十
一
条
の
四
第
四
項 

 

附
則
第
九
条
第
二
項
中

前
項
に
規
定
す
る

を

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

に

法
附
則
第
十
一

条
の
四
第
一
項

第
四
項
及
び
第
六
項
の

を

当
該
各
号
に
定
め
る

に

前
項
の

を

同
項

の

に
改
め

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

 

２ 

前
項
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
五
十
七
条
第
一
項
の
申
告
書
に
当
該

 

不
動
産
の
取
得
に
つ
き
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨
を
記
載
し
て
提
出
し
た
場
合
は

当
該

 

申
告
書
が
当
該
不
動
産
の
所
在
地
の
市
町
村
長
に
提
出
さ
れ
た
日
に
前
項
の
申
告
書
が
提
出
さ
れ
た
も

 

の
と
み
な
す

こ
の
場
合
に
お
い
て

第
五
十
七
条
第
一
項
の
申
告
書
に
は

前
項
に
規
定
す
る
書
類

 

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

 

附
則
第
十
条
の
六
第
二
項
を
削
る

 

 

附
則
第
十
一
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中

以
下
こ
の
条
及
び

を
削
り

同
項
第
一
号
中

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

又
は

を

次
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ

又
は

に

同
項
第
五
号

を

同
条
第
一
項
第
五
号

に

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

で

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

を

次
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ

で
平
成
二

十
五
年
三
月
三
十
一
日

に
改
め

同
項
第
二
号
中

附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
第
三
項

を

第
百
四

十
九
条
第
一
項
第
六
号

に

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日

を

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一

日

に
改
め

同
条
中
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
削
り

同
条
第
五
項
中

自
家
用
の
乗
用
車
及
び

キ

ン
ピ
ン
グ
車
を
除
く

及
び

当
該
自
動
車
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限

り

を
削
り

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

を

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

に

令
和
五
年
度

分

を

当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分

に
改
め

同
項
第
二
号
中

平
成
三
十
年
天
然
ガ
ス
車
基
準

を

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三

十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
二

号
に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
同
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に

平
成
二
十
一
年
天
然

ガ
ス
車
基
準

を

同
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準

以
下
こ
の
号
に
お
い
て

平

成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準

と
い
う

に

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
五
項
第
二
号

を

同
項
第
二
号

に
改
め

同
項
第
三
号
中

附
則
第
十
二
条
の
三
第
五
項
第
三
号

を

附
則
第
十
二

条
の
三
第
二
項
第
三
号

に
改
め

同
項
第
四
号
中

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

を

法

附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

次
項
第
一
号

に
お
い
て

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

と
い
う

に

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽

中
量
車
基
準

を

同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

次
項
第

一
号
に
お
い
て

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

と
い
う

に

法
附
則
第
十
二
条
の

三
第
五
項
第
四
号

を

同
条
第
二
項
第
四
号

に

令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

を

同
号
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て

令

和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

消
費
効
率

と
い
う

に
改
め

同
項
第
五
号
中

平
成
三
十
年
石
油

ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

を

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス

軽
中
量
車
基
準

次
項
第
二
号
に
お
い
て

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

と
い
う

に

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

を

同
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
平
成
十
七
年
石

油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

次
項
第
二
号
に
お
い
て

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

と
い

う

に

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
五
項
第
五
号

を

同
条
第
二
項
第
五
号

に
改
め

同
項

第
六
号
中

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準

を

法
附
則

第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準

次
項
第
三
号
に
お
い
て

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準

と
い
う

又
は
同
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一

年
軽
油
軽
中
量
車
基
準

次
項
第
三
号
に
お
い
て

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準

と
い

う

に

法
附
則
第
十
二
条
の
三
第
五
項
第
六
号

を

同
条
第
二
項
第
六
号

に
改
め

同
項

を
同
条
第
二
項
と
し

同
条
第
六
項
中

当
該
営
業
用
の
乗
用
車
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別

割
に
限
り

を
削
り

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

を

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

に

令
和
五

年
度
分

を

当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分

に
改
め

同
項
第
一

号
中

附
則
第
十
二
条
の
三
第
六
項
第
一
号

を

附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
一
号

に
改
め

同

項
第
二
号
中

附
則
第
十
二
条
の
三
第
六
項
第
二
号

を

附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
二
号

に
改

め

同
項
第
三
号
中

附
則
第
十
二
条
の
三
第
六
項
第
三
号

を

附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
第
三

号

に
改
め

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し

同
条
第
七
項
中

か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

を

及

び
第
二
項

に

第
二
項
及
び
第
五
項

を

第
二
項

に
改
め

第
三
項
に
規
定
す
る
自
動
車

に
あ

て
は
同
表
の
中
間
軽
課
税
率

年
額

の
欄
に
定
め
る
額
を

を
削
り

同
項
を
同
条
第
四
項
と

す
る

 

 

附
則
別
表
第
一
中

第
六
項

を

第
三
項

に
改
め
る

 

 

附
則
別
表
第
二
中

か
ら
第
五
項
ま
で

を

及
び
第
二
項

に
改
め
る

 

 

附
則
別
表
第
三
中

附
則
第
十
一
条
第
七
項

を

附
則
第
十
一
条
第
四
項

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 
施
行
期
日

 
１ 
こ
の
条
例
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

た
だ
し

第
七
十
四
条
の
三
第
一
号
及
び
第
二
号
の
改 

正
規
定
は

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
経
過
措
置

 

２ 

改
正
後
の
千
葉
県
県
税
条
例

以
下

新
条
例

と
い
う

第
七
十
四
条
の
三
の
規
定
は

前
項 

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
税 

の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し

同
日
前
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環 

境
性
能
割
に
つ
い
て
は

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
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不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置

 
３ 

新
条
例
附
則
第
九
条
の
規
定
は

令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き

 
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し

同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ

 

い
て
は

な
お
従
前
の
例
に
よ
る

 

  

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
七
号 

 
 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例

昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

 

 

別
表
第
一
博
物
館
の
項
駐
車
場
使
用
料
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

現
代
産
業
科
学

館
駐
車
場
使
用

料 

大
型
自
動
車
及
び
中
型
自
動

車 
一
台
一
時

間
三
十
分

を
超
え
三

十
分
を
増

す
ご
と
に 

三

百

円 

準
中
型
自
動
車
及
び
普
通
自

動
車 

一
台
一
時

間
三
十
分

を
超
え
三

十
分
を
増

す
ご
と
に 

百

円 

摘
要

 

 
 

大
型
自
動
車

中
型
自
動
車

準
中
型
自
動
車
又
は

普
通
自
動
車
と
は

そ
れ
ぞ
れ
道
路
交
通
法
施
行
規
則

第
二
条
の
表
に
規
定
す
る
大
型
自
動
車

中
型
自
動

車

準
中
型
自
動
車
又
は
普
通
自
動
車
を
い
う

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
八
号 

 
 

 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

 

第
一
条 

児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条

例
第
八
十
五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

第
十
七
条

第
三
十
条
及
び
第
三
十
八
条
中

厚
生
労
働
大
臣

を

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

に
改

め
る

 

 
 

第
四
十
九
条
中

厚
生
労
働
大
臣

を

内
閣
総
理
大
臣

に
改
め
る

 

 
 

第
五
十
九
条
及
び
第
九
十
三
条
中

厚
生
労
働
大
臣

を

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

に
改
め
る

 

 
 

第
百
一
条
第
一
項
中

厚
生
労
働
省
組
織
規
則

平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一
号

第
六
百
二

十
二
条

を

こ
ど
も
家
庭
庁
組
織
規
則

令
和
五
年
内
閣
府
令
第
三
十
八
号

第
十
六
条

に
改

め

同
条
第
二
項
中

厚
生
労
働
大
臣

を

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官

に
改
め
る

 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

 

第
二
条 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例

昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る

 

 
 

別
表
第
一
児
童
福
祉
法
施
行
令

昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号

に
基
づ
く
も
の
の
項
中

厚

生
労
働
省
令

を

内
閣
府
令

に
改
め

同
表
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号

に
基
づ
く
も
の
の
項
中

厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦

略
特
別
区
域
法
施
行
規
則

平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
三
号

を

内
閣
府
の
所
管
す

る
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係
法
令
に
係
る
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則

令
和
五
年
内
閣
府
令
第
四
十

四
号

に

第
六
条
に

を

第
九
条
に

に
改
め
る

 

 

千
葉
県
千
葉
リ
ハ
ビ
リ
テ

シ

ン
セ
ン
タ

設
置
管
理
条
例
の
一
部
改
正

 

第
三
条 

千
葉
県
千
葉
リ
ハ
ビ
リ
テ

シ

ン
セ
ン
タ

設
置
管
理
条
例

昭
和
五
十
五
年
千
葉
県
条
例

第
三
十
八
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

別
表
障
害
児
入
所
支
援
利
用
料
の
項

障
害
児
通
所
支
援
利
用
料
の
項

医
療
型
児
童
発
達
支
援
利

用
料
の
項
及
び
障
害
児
相
談
支
援
利
用
料
の
項
中

厚
生
労
働
大
臣

を

内
閣
総
理
大
臣

に
改

め

同
表
障
害
福
祉
サ

ビ
ス
利
用
料
の
項

計
画
相
談
支
援
利
用
料
の
項
及
び
器
具
料
の
項
中

厚

生
労
働
大
臣

を

主
務
大
臣

に
改
め
る

 

 

千
葉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

 
第
四
条 

千
葉
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

昭
和
六
十
二
年
千
葉
県
条
例
第
一
号

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

別
表
器
具
料
の
項
中

厚
生
労
働
大
臣

を

主
務
大
臣

に
改
め
る

 

 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定

め
る
条
例
の
一
部
改
正

 

第
五
条 

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例

平
成
二
十
四
年
千
葉
県
条
例
第
八
十
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

第
二
条
中

基
準
省
令

を

基
準
府
令

に
改
め
る

 



  

五 

令和 5 年 7 月 21 日 (金曜日) 千 葉 県 報 号外第６３号 
 

 

第
六
条
第
九
項

第
七
条
第
九
項

第
五
十
六
条
第
三
項
及
び
第
六
十
三
条
第
四
項
中

入
所
し
て

い
る

を

通
所
し
て
い
る

に
改
め
る

 

 
 

第
九
十
二
条
第
五
項
中

基
準
省
令

を

基
準
府
令

に

厚
生
労
働
大
臣

を

こ
ど
も
家

庭
庁
長
官

に
改
め
る

 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉

サ

ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

 

第
六
条 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害

福
祉
サ

ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

平
成
二
十
四

年
千
葉
県
条
例
第
八
十
八
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

第
二
条
中

基
準
省
令

を

基
準
命
令

に
改
め
る

 

 
 

第
四
十
五
条
第
二
項
中

基
準
省
令

を

基
準
命
令

に
改
め

に
よ
り

の
下
に

こ
ど
も

家
庭
庁
長
官
及
び

を
加
え
る

 

 
 

第
四
十
九
条
第
二
項
中

読
み
替
え
る

の
下
に

ほ
か

重
度
訪
問
介
護
に
係
る
基
準
該
当
障
害

福
祉
サ

ビ
ス
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
り

第
四
十
五
条
第
二
項
中

こ
ど
も
家
庭
庁

長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣

と
あ
る
の
は

厚
生
労
働
大
臣

と
読
み
替
え
る

を
加
え
る

 

 
 

第
五
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十
七
条
中

厚
生
労
働
大
臣

を

主
務
大
臣

に
改
め
る

 

 
 

第
百
十
九
条
第
三
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
三
中

基
準
省
令

を

基
準
命
令

に
改
め
る

 

 
 

第
百
九
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
中

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判

定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令

を

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の

基
準
等
に
関
す
る
命
令

に

区
分
省
令

を

区
分
命
令

に
改
め

同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
の
規

定
中

区
分
省
令

を

区
分
命
令

に
改
め
る

 

 
 

第
二
百
一
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中

区
分
省
令

を

区
分
命
令

に
改
め
る

 

 
 

第
二
百
六
条
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
中

基
準
省
令

を

基
準
命
令

に
改
め
る

 

 
 

附
則
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判

定
の
基
準
等
に
関
す
る
省
令

を

障
害
支
援
区
分
に
係
る
市
町
村
審
査
会
に
よ
る
審
査
及
び
判
定
の

基
準
等
に
関
す
る
命
令

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 
 

 

こ
の
条
例
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
及
び
千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校
設
置
管
理
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
七
月
二
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
条
例
第
二
十
九
号 

 
 

 

職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
及
び
千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校
設
置
管
理
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例 

 

職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例
の
一
部
改
正

 

第
一
条 

職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例

昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
十
八
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 
 

千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
設
置
管
理
条
例 

 
 

第
一
条
中

第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職

業
能
力
開
発
校

以
下

職
業
能
力
開
発
校

と
い
う

の

を

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
県
が
職
業
能
力
開
発
校
と
し
て
設
置
す
る
テ
ク
ノ
ス
ク

ル

以
下

テ
ク
ノ
ス
ク

ル

と
い

う

に
つ
い
て

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の

に
改
め
る

 

 
 

第
二
条
中

職
業
能
力
開
発
校

を

テ
ク
ノ
ス
ク

ル

に
改
め

同
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改

め
る

 

名
称 

位
置 

千
葉
県
立
市
原
テ
ク
ノ
ス
ク

ル 

市
原
市
平
田
九
八
一
番
地
七 

千
葉
県
立
船
橋
テ
ク
ノ
ス
ク

ル 

船
橋
市
高
瀬
町
三
一
番
地
七 

千
葉
県
立
我
孫
子
テ
ク
ノ
ス
ク

ル 

我
孫
子
市
久
寺
家
六
八
二
番
地
一 

千
葉
県
立
旭
テ
ク
ノ
ス
ク

ル 

旭
市
鎌
数
五

一
四
六
番
地
一
八 

千
葉
県
立
東
金
テ
ク
ノ
ス
ク

ル 

東
金
市
油
井
一

〇
六
一
番
地
六 

 
 

第
四
条

第
五
条

第
六
条
第
一
項

第
七
条

第
八
条

第
九
条
の
二

第
十
条
第
一
項
及
び
第

十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
中

職
業
能
力
開
発
校

を

テ
ク
ノ
ス
ク

ル

に
改
め
る

 

 

千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校
設
置
管
理
条
例
の
一
部
改
正

 

第
二
条 

千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校
設
置
管
理
条
例

昭
和
五
十
七
年
千
葉
県
条
例
第
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 
 

 
 

千
葉
県
立
障
害
者
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
設
置
管
理
条
例 

 
 

第
一
条
中

千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校

を

千
葉
県
立
障
害
者
テ
ク
ノ
ス
ク

ル

に

改
め
る

 

 
 

第
二
条
中

千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校

以
下

専
門
校

を

千
葉
県
立
障
害
者
テ
ク

ノ
ス
ク

ル

以
下

障
害
者
テ
ク
ノ
ス
ク

ル

に
改
め
る

 

 
 

第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
中

専
門
校

を

障
害
者
テ
ク
ノ
ス
ク

ル

に
改
め
る

 

 
 

 
附 
則 

 

施
行
期
日

 

１ 

こ
の
条
例
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

 

２ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例

昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
条
例
第
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 号外第６３号 令和 5 年 7 月 21 日 (金曜日) 
 

 

別
表
第
二
職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例

昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
十
八
号

に
基
づ
く

も
の
の
項
中

職
業
能
力
開
発
校
設
置
管
理
条
例

を

千
葉
県
立
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
設
置
管
理
条

例

に
改
め
る

 

 
 

別
表
第
三
職
業
能
力
開
発
校
の
授
業
料
の
項
中

職
業
能
力
開
発
校

を

テ
ク
ノ
ス
ク

ル

に

改
め
る

 

                               

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三

二
二
三

二
六
五
八 

 


